
 

○探偵業事務取扱要綱の制定について（通達） 

令和６年８月２２日 

福岡県警察本部内訓第１８号 

本部長 

この度、探偵業事務取扱要綱の制定について（平成２０年福岡県警察本部内訓第５８号）の全

部を下記のとおり改正し、８月２３日から施行することとしたので、その運用に誤りのないよう

にされたい。 

なお、この内訓の施行前に作成したこの内訓による改正前の様式で現に使用しているものは、

それぞれこの内訓による改正後の相当規定により作成した様式とみなす。 

記 

目次 

第１ 趣旨 

第２ 準拠 

第３ 探偵業者に係る届出の処理手続 

第４ 報告又は資料の提出の要求の処理手続 

第５ 立入検査 

第６ 行政処分 

第７ 特異事案の報告 

第８ 関係書類の保存 

第１ 趣旨 

この内訓は、探偵業に関する届出、行政処分等の事務処理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

第２ 準拠 

探偵業に関する届出、行政処分等の事務処理については、次に掲げる法令その他別に定めが

あるもののほか、この内訓の定めるところによる。 

１ 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号。以下「法」という。） 

２ 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則（平成１９年内閣府令第１９号。以下「施行

規則」という。） 

３ 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第２６号） 

４ 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分及び営業停止命令の基準に関する規

程（平成２０年福岡県公安委員会規程第３号） 



 

５ 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分に係る公表に関する規程（平成２４

年福岡県公安委員会規程第１０号） 

第３ 探偵業者に係る届出の処理手続 

１ 受理 

警察署長（以下「署長」という。）は、次に掲げる届出を受理したときは、福岡県許可等

事務管理システム（福岡県警察情報セキュリティに関する訓令（平成１７年福岡県警察本部

訓令第６号）第２条第５号に規定する警察情報システムによる探偵業等に係る許可等事務に

係るシステムをいう。以下「システム」という。）に必要事項を登録し、届出者に受付票（シ

ステムで作成し出力した受付票をいう。）を交付するものとする。 

（１） 法第４条第１項の規定による探偵業の開始の届出 

（２） 法第４条第２項の規定による探偵業の廃止等の届出 

２ 確認及び交付 

（１） 署長は、１に掲げる届出（廃止の届出を除く。）を受理したときは、別に定めると

ころにより届出に応じた必要な事項について確認するものとする。 

（２） 署長は、１の（１）の届出について、（１）の規定により確認したときは、生活安

全部生活保安課長（以下「生活保安課長」という。）から届出書の受理番号の指定を受け

るものとする。 

（３） 署長は、届出書の受理番号の指定を受けたときは、速やかに届出書の受理番号等通

知書（様式第１号）を作成の上、届出者に当該通知書を交付するものとする。 

（４） 署長は、（１）の規定により確認した結果にあっては当該届出に関する書類の写し

を、１の（２）の届出（廃止の届出に限る。）にあっては届出書の写しを探偵業届出関係

書類送付書（様式第２号）に添付した上、生活保安課長に送付するものとする。この場合

において、１の（１）の届出を受理したときは、届出書の受理番号等通知書の写しを送付

するものとする。 

（５） 生活保安課長は、（４）の規定による送付を受けたときは、当該届出に関する書類

に係る必要な事項について確認するものとする。 

３ 作成及び補正 

（１） 署長は、１の（１）の届出を受理したときは、探偵業者管理表（様式第３号）を作

成するものとする。この場合において、署長は、作成した様式の写しを生活保安課長に送

付するものとする。 

（２） 署長及び生活保安課長（以下「署長等」という。）は、１の（２）の届出（廃止の



 

届出を除く。）により、探偵業者管理表の記載事項に変更があれば、その都度補正をする

ものとする。 

４ 関係署長への送付 

署長は、１に掲げる届出をした探偵業者が県内の他の警察署の管内に営業所の所在地を変

更する場合において、営業所として実質的に同一性が認められるときは、当該営業所に関係

する書類を探偵業届出関係書類送付書に添付した上、当該営業所の所在地を管轄する署長に

対し、送付するものとする。 

第４ 報告又は資料の提出の要求の処理手続 

署長等は、法第１３条第１項の規定により探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告又は

資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書（様式第４号）を交付して行うものとする。 

第５ 立入検査 

１ 立入検査を行う職員の指名 

署長等は、探偵業の事務を担当する職員その他立入検査に必要と認める職員を立入実施者

として指名するものとする。 

２ 身分証明書の交付 

生活保安課長は、立入実施者に指名された職員に身分証明書（様式第５号）を交付すると

ともに、探偵業身分証明書交付簿（様式第６号）に必要事項を記入するものとする。この場

合において、署長等は、探偵業身分証明書管理簿（様式第７号）に必要事項を記入するもの

とする。 

３ 身分証明書の管理 

（１） 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を携帯しないときは、施錠設備のあ

るロッカー等に保管し、紛失等の防止に努めなければならない。 

（２） 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を紛失し、滅失し、又は汚損したと

きは、速やかに署長等に報告しなければならない。 

４ 身分証明書の返納 

（１） 立入実施者の指名を受けた職員で身分証明書の交付を受けたものは、異動等の理由

により立入実施者でなくなったときは、速やかに署長又は生活保安課長に身分証明書を返

納しなければならない。 

（２） 署長は、（１）の規定により身分証明書の返納を受けたときは、探偵業身分証明書

管理簿に必要事項を記入し、当該身分証明書を生活保安課長に送付するものとする。 

（３） 生活保安課長は、（１）の規定により身分証明書の返納を受けたとき及び（２）の



 

規定により身分証明書の送付を受けたときは、探偵業身分証明書交付簿及び探偵業身分証

明書管理簿に必要事項を記入し、当該身分証明書は裁断その他復元できない方法により廃

棄するものとする。 

５ 立入検査の実施 

立入実施者は、管轄区域内に所在する探偵業者の営業所に対して、計画的に立入検査を実

施するものとする。 

６ 結果報告 

立入実施者は、５の規定により立入検査を実施したときは、その結果を署長等に報告する

ものとする。 

第６ 行政処分 

１ 調査及び上申 

署長は、行政処分を行う必要がある事案を認知したときは、事案の調査を行った上、探偵

業行政処分上申管理簿（様式第８号）に必要事項を記入し、探偵業行政処分上申書（様式第

９号）に関係書類を添付した上、生活保安課長を経由して福岡県公安委員会に上申するもの

とする。 

２ 審査 

生活保安課長は、１の規定による上申があったときは、探偵業行政処分該当事案管理簿（様

式第１０号）に必要事項を記入し、探偵業行政処分上申書及び関係書類により審査するもの

とする。 

３ 作成 

生活保安課長は、１の規定による上申に係る行政処分の決定があったときは、次に掲げる

行政処分に応じそれぞれに定める書面を作成し、署長に送付するものとする。 

（１） 法第１４条の規定による指示 指示書（様式第１１号） 

（２） 法第１５条第１項の規定による営業の全部又は一部の停止命令 営業停止命令書（様

式第１２号） 

（３） 法第１５条第２項の規定による営業の廃止命令 営業廃止命令書（様式第１３号） 

４ 交付等 

（１） 署長は、３の書面の送付を受けたときは、名宛て人に対し当該書面を速やかに交付

するものとする。 

（２） 署長は、（１）の規定による交付をしたときは、探偵業行政処分上申管理簿に必要

事項を記入するものとする。この場合において、生活保安課長は、探偵業行政処分該当事



 

案管理簿に必要事項を記入するものとする。 

５ 行政処分に基づく措置 

署長は、行政処分の履行状況を確認し、確認した資料を生活保安課長に送付するものとす

る。 

第７ 特異事案の報告 

署長は、探偵業者又は探偵業者従業員の犯罪等を認知したときは、速やかに、探偵業者等に

よる事件・事故の報告（様式第１４号）により生活保安課長に報告するものとする。 

第８ 関係書類の保存 

１ 生活安全部生活保安課に備え付ける簿冊名、編集する書類及び保存期間は、次表のとおり

とする。 

簿冊名 編集する書類 保存期間 

探偵業行政処分該当事案管理簿 探偵業行政処分該当事案管理簿 長期 

探偵業者台帳 探偵業届出関係書類送付書 継（３年） 

探偵業開始届出書（施行規則別記様式第１

号）（写し） 

届出書の受理番号等通知書（写し） 

探偵業変更届出書（施行規則別記様式第３

号）（写し） 

探偵業者管理表（写し） 

探偵業身分証明書交付簿 探偵業身分証明書交付簿 継（用廃） 

探偵業身分証明書管理簿 探偵業身分証明書管理簿 

探偵業者廃止台帳 探偵業届出関係書類送付書 ３年 

探偵業廃止届出書（施行規則別記様式第２

号）（写し） 

探偵業行政処分等管理台帳 報告・資料提出要求書（写し） 

探偵業行政処分上申書 

指示書（写し） 

営業停止命令書（写し） 

営業廃止命令書（写し） 

特異事案発生報告台帳 探偵業者等による事件・事故の報告 



 

２ 警察署に備え付ける簿冊名、編集する書類及び保存期間は、次表のとおりとする。 

簿冊名 編集する書類 保存期間 

探偵業行政処分上申管理簿 探偵業行政処分上申管理簿 長期 

探偵業者台帳 探偵業届出関係書類送付書（写し） 継（３年） 

探偵業開始届出書 

届出書の受理番号等通知書（写し） 

探偵業変更届出書 

探偵業者管理表 

探偵業身分証明書管理簿 探偵業身分証明書管理簿 継（用廃） 

探偵業者廃止台帳 探偵業届出関係書類送付書（写し） ３年 

探偵業廃止届出書 

探偵業行政処分等管理台帳 報告・資料提出要求書（写し） 

探偵業行政処分上申書（写し） 

指示書（写し） 

営業停止命令書（写し） 

営業廃止命令書（写し） 

 


